
総合教育会議を通じた首長部局との
連携について
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【鳥取市の概要】
人口：185,390人（令和4年9月30現在）
面積：765.31㎢
平成16年11月1日：8町村を編入合併
平成30年4月1日：中核市移行

鳥取市の概要
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鳥取市行政組織図（令和４年５月１日現在）
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教育委員会組織図（令和４年５月１日現在）
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6

学校数及び児童・生徒数 ※令和４年５月１日現在
小学校 ３９校（児童数 ８，９５２名）
中学校 １３校（生徒数 ４，２７６名）
義務教育学校 ４校（児童生徒数 ７６９名）

（計１３，９９７名)
児童・生徒数は、小学校が昭和５８年(１７，３２７名)、
中学校が昭和６２年（８，６０４名）をピークに減少傾向が続
いている。

３０人学級制の導入※県方針による
令和7年度にかけて小学校への３０人学級制
（令和４年度は３年生に適用し、年次的に対象を拡大）

鳥取市の学校の概要
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１ 首長部局との連携について
福祉部局との連携による発達障がいを含めた様々な困難を

抱える子どもたちへの支援体制の整備

２ 教育等の振興に関する大綱の改定
について

教育等の振興に関する大綱、教育振興基本計画策定に係る
策定委員会の設置
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１ 首長部局との連携について
福祉部局との連携による発達障がいを含めた様々な

困難を抱える子どもたちへの支援体制の整備

「鳥取市こども発達支援センター」の設置
～福祉部局の発達支援の取組と教育委員会の特別支援教育の
取組との一元化～
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（１）設置の目的

○福祉と教育が一体となって、発達支援が必要な乳幼児期から18歳未満の児童と
その家族に対して、ライフステージに応じた切れ目のない一貫した支援を行うこ
とを目的とする。
教育委員会の指導主事が両方の併任辞令をもつことにより、福祉部局の保健

師・保育士・心理相談員と緊密に連携し、きめ細やかな支援を総合的に継続して
行うことで、保護者が安心して子育てができ、将来を見据えた（将来展望がもて
るような）適切な支援をする。また関係機関との連携をより一層図り、専門的な
相談の充実とネットワークの構築を推進できる体制づくりを行う。

8



（２）設置の経過
○平成２４年４月
児童福祉法の改正により、児童の相談・支援（療育等）の拠点として福祉部

門に「こども発達・家庭支援センター」を設置

○平成２８年４月
教育委員会は教育センター内に「特別支援教育係」を新設

○平成３０年５月１日
「鳥取市こども発達支援センター」を鳥取市教育センター施設内に設置し、
福祉と教育が連携した支援の取組の推進と市民に分かりやすい発達相談、
支援（療育）、教育相談等の拠点の窓口の一元化（ワンストップ）を図る。
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発達支援と特別支援教育に関する
発達支援、支援（療育）、教育相談の窓口の一本化

組織機構の見直しにより、
平成30年５月から健康こども部に『こども発達支援センター』を設置

市民

福祉と教育が一体化となり、市民が分かりやす
い窓口を実現
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こども発達支援センターの相談体制

学校生活や学習等のこと・・・
・友だち関係がうまくいかない
・宿題をすることが難しい
・文字の読み書きが難しい
・学校に行くことを嫌がる
・物の片づけや準備が苦手 など

入学前の心配のこと・・・
・学校で授業を座って受けられるだろうか
・登下校は大丈夫だろうか
・学校ってどんなところだろう？

発達のこと・・・
・言葉がでてこない
・遊びにすぐあきる
・落ち着きがない など

保護者の不安・心配

こども発達支援センター相談受付（発達支援係・特別支援教育係）

乳幼児期からの発達

に関する不安・心配

・発達に関する相談（運動・ことば・精神面）

に関する相談

・心理発達相談 等

就学前からの学校生活や学習等

に関する不安や心配

・就学に関する相談

・学校生活、学習に関する相談

・特別支援教育に関する相談 等

こどもの発達相談等 教育相談等

・センターの個別相談継続 ・保育支援事業（保育訪問相談・巡回指導等） ・通級指導教室（ことば・ひびき）や適応指導教室（すなはま）

・療育事業（親子療育（らっこクラス）、小集団療育（いるかクラス） ・特別支援教育事業（Ｔ式ひらがな音読支援、にじのきょうしつ）

・親の会の紹介「いっぽいっぽ」等 ・若草学園での療育・相談等 ・学校支援 ・移行支援会議

・保健センター（相談）、医療機関・療育機関の紹介・関係機関ネットワーク推進事業・特別支援学級・特別支援学校の見学・体験等の移行支援

ケースに応じて情報共有と引き継ぎ

・18歳までの発達相談

・就学移行支援の調整

支援
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（３）総合教育会議からの意見

 就学前の園から学校への引継ぎをしっかりしてほしいと思う。
 支援を必要とする家庭が増加している原因も探ってほしい。
 他都市のように中学校区単位など、各地域に分けて、きめ細
かい支援も必要ではないか。

 発達上の困難を抱える方に対して相談支援の仕組みがあるこ
とを周知していく必要がある

（平成29年12月26日開催）
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（４）組織改編後の効果と今後の課題
（効果）
 情報の共有や伝達、支援の過程や今後の方針を確認し合う
ことができるようになった。

 早期からの相談支援体制の構築を図ることで、小学校入学
に向けて不安を抱える子どもや保護者が見通しをもって、
就学を迎えるケースが増えていっている。

 これまでどこにもつながっていなかった教育的ニーズのあ
る子どもが、就学時健康診断をきっかけに様々な機関とつ
ながることで、本人・保護者支援の体制づくりを進めるこ
とが出来ている。

（課題）
 さらなる学校現場における特別支援教育の推進
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２ 教育等の振興に関する大綱・
教育振興基本計画の改定について

教育等の振興に関する大綱、教育振興計画策定に係る策定委
員会の設置について
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教育等の振興に関する大綱、教育振興
基本計画について

鳥
取
市
総
合
計
画
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策定委員会の設置のねらい

・各分野における専門的知見から意見をいただき、実情に即し
た鳥取市教育大綱・教育振興基本計画を策定すること。

（１）総合教育会議とは別に
検討会議を設置した背景

鳥取市教育大綱・教育振興基本計画策定委員会
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（２）策定委員会構成員
鳥取市教育大綱・教育振興基本計画策定委員会設置要綱より
（組織）
第３条 委員会は、委員１０人以内で組織し、次に掲げる者のう

ちから教育長が委嘱する。
（１）市内の幼稚園、小中義務教育学校の保護者の代表者
（２）市内の小中義務教育学校の代表者
（３）学識経験者
（４）教育関係者
（５）その他教育長が必要と認める者
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（３）策定委員会に有識者が入る
利点、課題

（利点）
 教育に関わる各団体の人に参加してもらうことにより、
様々な意見を計画、大綱に取り入れることができる。

 委員の中には子どもを学校に通わせる保護者も参加され
ており、一番近い当事者が参加することにより、子ども
の教育に関して生の意見を反映させることができる。

（課題）
 計画の進捗管理を判断する指標・目標値の設定について
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（４）今後の総合教育会議活用に関する
課題、方針

 扱うテーマ、課題については年度をまたいで継続的
に協議していかなければいけないものもあるため、
協議した案件の評価、進捗管理を確実に行うこと。

 当該会議で議論された教育に関する課題等を全庁的
に認識してもらうために、教育委員会から全庁に情
報共有を図り、施策連携を図っていくことが重要。
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